
地域における保健師の保健活動について
（健発0419第１号 平成25年4月19日 厚生労働省健康局長通知）

記の１ 体制整備

記の２ 人材確保

記の３ 人材配置

記の４ 人材育成

1. 地域診断に基づくPDCAサイクルの実施

2. 個別課題から地域課題への視点及び活動の展開

3. 予防的介入の重視

4. 地区活動に立脚した活動の強化

5. 地区担当制の推進

6. 地域特性に応じた健康なまちづくりの推進

7. 部署横断的な保健活動の連携及び協働

8. 地域のケアシステムの構築

9. 各種保健医療福祉計画の策定及び実施

10.人材育成

1. 実態把握及び健康課題の

明確化

2. 保健医療福祉計画策定及

び施策化

3. 保健サービスの提供

4. 連携及び調整

5. 研修

6. 評価

1. 実態把握及び健康課題の

明確化

2. 保健医療福祉計画策定及

び施策化

3. 保健サービスの提供

4. 連携及び調整

5. 評価

1. 保健活動の総合調整・支援

2. 人材確保・資質向上

3. 調査及び研究

4. 事業計画策定・予算確保・評価

5. 連携・調整

6. 健康危機管理

7. 情報提供

8. 関係団体との連携・調整

9. 広報活動

10.その他計画・政策参画

「地域における保健師の保健活動について」では、地域における保健師の保健活動の充実強化に向けた取組を要請するとともに、保健師の保健活動に

関し留意すべき事項や取り組むべき方向性を示しています。

保健所

第一 保健師の保健活動の基本的な方向性

市町村

保健所設置市及び特別区

都道府県、保健所設置市、

特別区及び市町村の本庁

保健所及び市町村の活動を併せて行う

第二 活動領域に応じた保健活動の推進

地域における保健師の保健活動に関する指針
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